
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

参
照
条
文

・
・

○

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
二
号
）
（
抄
）

４

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
（
抄
）

５

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
（
抄
）

５

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
（
抄
）

10

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

駐
車
場
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
（
抄
）

10

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
（
抄
）

12
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○

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）

（
警
察
署
長
等
へ
の
委
任
）

第
五
条

公
安
委
員
会
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
歩
行
者
又
は
車
両
等
の
通
行
の
禁
止
そ
の
他
の
交
通
の
規
制
の

う
ち
、
適
用
期
間
の
短
い
も
の
を
警
察
署
長
に
行
な
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

（
停
車
及
び
駐
車
を
禁
止
す
る
場
所
）

第
四
十
四
条

車
両
は
、
道
路
標
識
等
に
よ
り
停
車
及
び
駐
車
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部
分
及
び
次
に
掲
げ
る
そ
の
他
の
道
路
の
部
分
に
お
い
て
は

、
法
令
の
規
定
若
し
く
は
警
察
官
の
命
令
に
よ
り
、
又
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め
一
時
停
止
す
る
場
合
の
ほ
か
、
停
車
し
、
又
は
駐
車
し
て
は
な
ら
な

い
。

一

交
差
点
、
横
断
歩
道
、
自
転
車
横
断
帯
、
踏
切
、
軌
道
敷
内
、
坂
の
頂
上
付
近
、
勾
配
の
急
な
坂
又
は
ト
ン
ネ
ル

二
～
六

（
略
）

２

（
略
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
初
心
運
転
者
標
識
等
の
表
示
義
務
）

第
七
十
一
条
の
五

（
略
）

２

第
八
十
四
条
第
三
項
の
準
中
型
自
動
車
免
許
又
は
普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
た
者
で
、
当
該
準
中
型
自
動
車
免
許
又
は
普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
て

い
た
期
間
（
当
該
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
た
期
間
を
除
く
。
）
が
通
算
し
て
一
年
に
達
し
な
い
も
の
（
当
該
免
許
を
受
け
た
日
前
六
月
以
内
に

準
中
型
自
動
車
免
許
又
は
普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
、
現
に
受
け
て
い
る
準
中
型
自
動
車
免
許
又
は
普
通
自
動
車
免
許
を
受
け

た
日
以
後
に
当
該
免
許
に
係
る
上
位
免
許
（
第
八
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
一
の
種
類
の
運
転
免
許
に
つ
い
て
同
条
第
一
項
の
表
の
区
分
に
従
い

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
等
（
以
下
「
免
許
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
種
類
の
運
転
免
許
（
第
八
十
四
条
第
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二
項
の
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）
を
い
う
。
第
百
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
者
そ
の
他
の
者
で
政
令
で
定
め

る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
普
通
自
動
車
の
前
面
及
び
後
面
に
内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
の
標
識
を
付
け
な
い
で
普

通
自
動
車
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

（
罰
則

（
略
）
）

（
再
試
験
）

第
百
条
の
二

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

基
準
該
当
初
心
運
転
者
は
、
公
安
委
員
会
か
ら
再
試
験
の
通
知
（
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通

知
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
た
期
間
（
再
試
験
を
受
け
な
い
こ
と
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
の
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当

該
期
間
か
ら
当
該
事
情
の
存
す
る
期
間
を
除
い
た
期
間
）
が
通
算
し
て
一
月
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
ま
で
に
、
当
該
公
安
委
員
会
に
内
閣
府
令
で
定
め

る
再
試
験
受
験
申
込
書
を
提
出
し
て
、
再
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
九
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
再
試
験
に
係
る
取
消
し
）

第
百
四
条
の
二
の
二

再
試
験
を
行
つ
た
公
安
委
員
会
は
、
再
試
験
の
結
果
、
再
試
験
を
受
け
た
者
が
当
該
免
許
に
係
る
免
許
自
動
車
等
を
安
全
に
運
転

す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
を
現
に
有
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
当
該
免
許
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

再
試
験
の
通
知
を
受
け
た
者
が
第
百
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
再
試
験
を
受
け
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る

公
安
委
員
会
は
、
そ
の
者
の
当
該
免
許
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

４

前
項
の
処
分
移
送
通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
公
安
委
員
会
は
、
そ
の
者
が
第
百
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
再
試
験
を
受
け
な
い
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
当
該
免
許
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
処
分
移
送
通
知
書
を
送
付
し
た
公
安
委
員
会
は
、
第

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
当
該
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

５
～
７

（
略
）
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（
国
家
公
安
委
員
会
の
指
示
権
）

第
百
十
条

国
家
公
安
委
員
会
は
、
全
国
的
な
幹
線
道
路
（
高
速
自
動
車
国
道
及
び
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
国
家
公
安
委
員
会
が
指
定
す
る
自
動
車

専
用
道
路
を
除
く
。
）
に
お
け
る
交
通
の
規
制
の
斉
一
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
安
委
員
会

に
対
し
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
車
両
等
の
最
高
速
度
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
に
係
る
も
の
の

処
理
に
つ
い
て
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

（
自
衛
隊
の
防
衛
出
動
時
に
お
け
る
交
通
の
規
制
等
）

第
百
十
四
条
の
五

（
略
）

２

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
、
第
七
十
六
条
の
二
、
第
七
十
六
条
の
三
（
第
四
項
を
除
く
。

）
、
第
七
十
六
条
の
五
及
び
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
法
第
七
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
緊
急
通
行
車
両
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
隊
等
の
使
用
す
る
車

両
」
と
、
同
法
第
七
十
六
条
の
二
第
五
項
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
三
第
五
項
中
「
第
七
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
道
路
交
通
法
第
百
十
四
条
の
五
第
一
項
」
と
、
同
条
第
一
項
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
五
中
「
災
害
応
急
対
策
」
と
あ
る
の
は
「
我
が
国
に
対
す

る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
の
行
動
」
と
、
同
法
第
七
十
六
条
の
三
第
三
項
前
段
及
び
第
六
項
中
「
災
害
派
遣
を
命
ぜ
ら
れ
た
部
隊
等

」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
隊
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
防
衛
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
」
と
、
同
条
第
三
項
後
段
中
「
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
道
路
交
通
法
第
百
十
四
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
項
」
と
、
「
「
緊
急
通
行
車
両
」
と
あ
る
の
は
「
「
自
衛
隊
等

の
使
用
す
る
車
両
」
と
、
「
自
衛
隊
用
緊
急
通
行
車
両
（
自
衛
隊
の
使
用
す
る
緊
急
通
行
車
両
で
災
害
応
急
対
策
の
実
施
の
た
め
運
転
中
の
も
の
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
」
と
あ
り
、
及
び
「
自
衛
隊
用
緊
急
通
行
車
両
の
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
隊
の
使
用
す
る
車
両
の
」
と
、
同

条
第
六
項
中
「
直
ち
に
」
と
あ
る
の
は
「
遅
滞
な
く
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
罰
則

（
略
）
）
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○

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
二
号
）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

（
略
）

二

第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
第
十
七
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
四
十
四
条
の
改
正
規
定
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
十
六

条
の
改
正
規
定
、
第
四
十
九
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
四
十
九
条
の
六
の
改
正
規
定
、
第
五
十
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
五
十
一
条
の
前
の

見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
の
改
正
規
定
、
第
五
十
一
条
の
二
を
削
る
改
正
規
定
、
第
五
十
一
条
の
二
の
二
の
改

正
規
定
、
同
条
を
第
五
十
一
条
の
二
と
す
る
改
正
規
定
、
第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
六
十
三
条
の
三
の
改
正
規
定
、
第
七
十
一
条

第
五
号
の
四
の
改
正
規
定
、
第
七
十
一
条
の
五
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
七
十
五
条
第
一
項
第
七
号
の
改

正
規
定
、
第
七
十
五
条
の
八
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
百
八
条
の
三
の
三
の
付
記
の
改
正
規
定
、
第
百
八
条
の
七
の
付
記
、
第
百
八
条
の
十
八
の
付

記
及
び
第
百
八
条
の
三
十
一
の
付
記
の
改
正
規
定
、
第
百
十
条
の
二
第
五
項
の
改
正
規
定
、
第
百
十
七
条
の
五
の
改
正
規
定
、
第
百
十
九
条
の
二
第

一
項
第
一
号
及
び
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
九
号
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
一
の
改
正
規
定
並

び
に
次
条
並
び
に
附
則
第
六
条
、
第
七
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政

令
で
定
め
る
日

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
九
条

附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
附
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る

経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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○

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
（
抄
）

第
七
十
六
条
の
五

国
家
公
安
委
員
会
は
、
災
害
応
急
対
策
が
的
確
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
係
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
対
し
、
通
行
禁
止
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
（
抄
）

（
警
察
署
長
の
交
通
規
制
等
）

第
三
条
の
二

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
警
察
署
長
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
交
通
の
規
制
は
、
次
に
掲
げ
る
道
路
標
識
等
に

よ
る
交
通
の
規
制
（
法
第
四
条
第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
警
察
官
の
現
場
に
お
け
る
指
示
に
よ
る
こ
れ
ら
の
交
通
の
規
制
に
相
当
す
る
交
通
の
規
制
を

含
む
。
）
で
、
そ
の
適
用
期
間
が
一
月
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

九

法
第
四
十
四
条
の
道
路
標
識
等

十
～
十
三

（
略
）

２

（
略
）

（
初
心
運
転
者
標
識
の
表
示
義
務
を
免
除
さ
れ
る
者
）

第
二
十
六
条
の
四

法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

二

現
に
受
け
て
い
る
準
中
型
自
動
車
免
許
を
受
け
た
日
前
六
月
以
内
に
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
準
中
型
自
動
車
免
許
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

直
前
準
中
型
免
許
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
た
期
間
（
当
該
直
前
準
中
型
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
た
期
間
を
除
く
。
）
が
通
算
し
て
一
年

以
上
で
あ
る
者
（
次
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
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イ

法
第
百
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
直
前
準
中
型
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
者

ロ

直
前
準
中
型
免
許
に
係
る
再
試
験
を
受
け
た
後
直
前
準
中
型
免
許
が
失
効
し
た
た
め
法
第
百
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取

消
し
を
受
け
な
か
つ
た
者

ハ

法
第
百
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
直
前
準
中
型
免
許
に
係
る
再
試
験
を
受
け
な
か
つ
た
者
で
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
が
通
算
し
て

一
月
を
超
え
た
日
以
後
に
直
前
準
中
型
免
許
が
失
効
し
た
た
め
法
第
百
四
条
の
二
の
二
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
を
受

け
な
か
つ
た
も
の

三
・
四

（
略
）

２

法
第
七
十
一
条
の
五
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

現
に
受
け
て
い
る
普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
た
日
前
六
月
以
内
に
当
該
免
許
に
係
る
上
位
免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者

二

現
に
受
け
て
い
る
普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
た
日
前
六
月
以
内
に
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
普
通
自
動
車
免
許
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
直
前

普
通
免
許
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
た
期
間
（
当
該
直
前
普
通
免
許
の
効
力
が
停
止
さ
れ
て
い
た
期
間
を
除
く
。
）
が
通
算
し
て
一
年
以
上
で
あ

る
者
（
次
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

イ

法
第
百
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
直
前
普
通
免
許
を
取
り
消
さ
れ
た
者

ロ

直
前
普
通
免
許
に
係
る
再
試
験
を
受
け
た
後
直
前
普
通
免
許
が
失
効
し
た
た
め
法
第
百
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し

を
受
け
な
か
つ
た
者

ハ

法
第
百
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
直
前
普
通
免
許
に
係
る
再
試
験
を
受
け
な
か
つ
た
者
で
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
が
通
算
し
て
一

月
を
超
え
た
日
以
後
に
直
前
普
通
免
許
が
失
効
し
た
た
め
法
第
百
四
条
の
二
の
二
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
を
受
け
な

か
つ
た
も
の

三

現
に
受
け
て
い
る
普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
た
日
前
六
月
以
内
に
普
通
自
動
車
に
相
当
す
る
種
類
の
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
外
国
等
の
行
政
庁

等
の
運
転
免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
当
該
外
国
等
の
行
政
庁
等
の
運
転
免
許
を
受
け
て
い
た
期
間
の
う
ち
当
該
外
国
等
に
滞
在
し
て

い
た
期
間
が
通
算
し
て
一
年
以
上
の
も
の

四

現
に
受
け
て
い
る
普
通
自
動
車
免
許
を
受
け
た
日
以
後
に
当
該
免
許
に
係
る
上
位
免
許
を
受
け
た
者

（
国
家
公
安
委
員
会
の
指
示
）
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第
四
十
二
条

（
略
）

２

法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
家
公
安
委
員
会
の
指
示
は
、
全
国
的
な
幹
線
道
路
の
う
ち
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
交
通
の
規

制
が
斉
一
に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
か
、
又
は
斉
一
で
な
い
交
通
の
規
制
が
行
な
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
道
路
に
お
け
る
交
通
の
円
滑
を
欠

き
、
又
は
欠
く
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
行
な
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
百
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
項
は
、
信
号
機
の
設
置
及
び
管
理
に
よ
る
交
通
整
理
並
び
に
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
、
第
四
条
第
三
項

、
第
八
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
四
項
、
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
二
項
第
三
号
、
第
二

十
三
条
、
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
、
第
三
十
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
三
十
五

条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
五
条
の
六
第
一
項
並
び
に
第
七
十
五
条
の
八

の
二
第
二
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
る
交
通
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
四
十
四
条

法
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
道
警
察
本
部
の
所
在
地
を
包
括
す
る
方
面
を

除
く
方
面
に
つ
い
て
は
、
当
該
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
。

一

（
略
）

二

全
国
的
な
幹
線
道
路
に
お
け
る
交
通
の
規
制
で
、
信
号
機
の
設
置
及
び
管
理
に
よ
る
も
の
並
び
に
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
、
第
四
条
第
三
項
、

第
八
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
第
四
号
、
第
二
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第

二
項
第
三
号
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
二
第
三
項
、
第
三
十
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
二

項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
五

条
の
四
、
第
七
十
五
条
の
六
第
一
項
並
び
に
第
七
十
五
条
の
八
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
る
も
の
に
関
す
る
事
務

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

（
自
衛
隊
の
防
衛
出
動
時
に
お
け
る
交
通
の
規
制
に
関
す
る
国
家
公
安
委
員
会
の
指
示
）

第
四
十
四
条
の
二
の
二

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
百
十
四
条
の
五
第
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二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
国
家
公
安
委
員
会
の
指
示

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
三
十
三
条
の
二
中
「
法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
通
行
禁
止
等
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
交
通
法
第

百
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
」
と
、
「
災
害
応
急
対
策
」
と
あ
る
の
は
「
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃

を
排
除
す
る
た
め
の
行
動
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
十
七
条
の
三
関
係
）

放
置
車
両
の
態
様
の
区
分

放
置
車
両
の
種
類

放
置
違
反
金
の
額

一

法
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
（
法
第
四
十
四

大
型
車

二
万
七
千
円

条
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
（
法
第
四
十
五

普
通
車

二
万
円

の
二
第
一
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
り
同
項
の
高
齢
運
転
者
等
標
章
自
動
車
が
停
車
又
は
駐
車
を
す
る

二
輪
車
又
は
原
付

一
万
二
千
円

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
お
い
て
駐
車
し
て
い
る

車

も
の
に
限
り
、
法
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
法
定
駐

停
車
禁
止
場
所
（
法
第
四
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
る
指

定
駐
車
場
所
（
法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
の
道
路
標
識
等
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部
分

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

二

法
第
四
十
四
条
、
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
、
第
四
十
九
条
の
四
又
は
第
七
十
五
条
の
八
第
一
項

大
型
車

二
万
五
千
円

の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の(

法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の

普
通
車

一
万
八
千
円

に
つ
い
て
は
一
の
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
又
は
第
四
十
九
条
の

二
輪
車
又
は
原
付

一
万
円

四
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
法
定
駐
停
車
禁
止
場
所
（
指
定
駐
車
場
所

車

を
除
く
。
）
に
お
い
て
駐
車
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

（
略
）

備
考

（
略
）
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別
表
第
二
（
第
二
十
六
条
の
七
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
三
条
の
二
の
三
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
の
三
、
第
三
十
七
条
の
八
関
係
）

一
～
三

（
略
）

備
考一

（
略
）

二

一
の
表
及
び
二
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
用
語
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

１
～

（
略
）

19「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
）
」
と
は
、
法
第
四
十
四
条
、
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
、
第
四
十
九
条
の
四
又
は
第
七
十
五
条

20
の
八
第
一
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
法
定
駐
停

車
禁
止
場
所
（
指
定
駐
車
場
所
を
除
く
。
）
に
お
け
る
行
為
に
限
り
、
法
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は

法
定
駐
停
車
禁
止
場
所
に
お
け
る
行
為
に
限
る
。
以
下
「
駐
停
車
禁
止
場
所
等
違
反
行
為
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
そ
の
行
為
が
車
両
を
離
れ

て
直
ち
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
す
る
行
為
（
以
下
「
放
置
行
為
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
の
も
の
又
は
そ
の
行
為
を
し

た
場
合
に
お
い
て
放
置
行
為
を
し
た
と
き
の
も
の
を
い
う
。

～

（
略
）

21

132

別
表
第
六
（
第
四
十
五
条
関
係
）

（
略
）

備
考一

（
略
）

二

こ
の
表
の
反
則
行
為
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
用
語
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
二
の
備
考
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

１
～
４

（
略
）

５

「
放
置
駐
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
）
）
」
と
は
、
法
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の

違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
（
法
第
四
十
四
条
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
に
お
け
る
行
為
に
限

り
、
法
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
法
定
駐
停
車
禁
止
場
所
に
あ
る
指
定
駐
車
場
所
に
お
け
る
行
為
に
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限
る
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
行
為
が
放
置
行
為
に
該
当
す
る
と
き
の
も
の
又
は
そ
の
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
放
置
行
為

10

を
し
た
と
き
の
も
の
を
い
う
。

６
～
９

（
略
）

「
駐
停
車
違
反
（
駐
停
車
禁
止
場
所
等
（
高
齢
運
転
者
等
専
用
場
所
等
）
）
」
と
は
、
法
第
四
十
四
条
又
は
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
の
違

10
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
の
う
ち
、
５
に
規
定
す
る
行
為
以
外
の
も
の
を
い
う
。

～

（
略
）

11

22

三

（
略
）

○

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
（
抄
）

第
三
十
三
条
の
二

法
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
国
家
公
安
委
員
会
の
指
示
は
、
関
係
公
安
委
員
会
に
よ
る
通
行
禁
止
等
（
法
第
七
十
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
通
行
禁
止
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
斉
一
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
そ
の
他
関
係
公
安
委
員
会
に
よ
る
通
行
禁

止
等
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い
か
、
又
は
適
切
で
な
い
通
行
禁
止
等
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
た
め
、
災
害
応
急
対
策
が
的
確
か
つ
円
滑
に
行
わ

れ
て
い
な
い
と
き
、
又
は
行
わ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。

○

駐
車
場
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
（
抄
）

（
路
上
駐
車
場
の
配
置
及
び
規
模
の
基
準
）

第
二
条

法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
路
上
駐
車
場
の
配
置
及
び
規
模
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

五

路
上
駐
車
場
は
、
縦
断
勾
配
が
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
道
路
に
設
置
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
縦
断
勾
配
が
六
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
道
路
で
、

こ
う

こ
う

歩
道
と
車
道
の
区
別
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
車
道
の
幅
員
が
十
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
設
置
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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六

（
略
）

七

路
上
駐
車
場
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
四
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分
又
は
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第

一
号
若
し
く
は
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分
に
設
置
し
な
い
こ
と
。

八

（
略
）

（
自
動
車
の
出
口
及
び
入
口
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

第
七
条

法
第
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
の
う
ち
、
自
動
車
の
出
口
（
路
外
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
口
で
自
動
車
の
車
路
の
路
面
が
道
路
（

道
路
交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
道
路
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
路
面
に
接
す
る
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
入
口
（
路
外
駐
車
場
の
自
動
車
の
入
口
で
自
動
車
の
車
路
の
路
面
が
道
路
の
路
面
に
接
す
る
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
道
路
又
は
そ
の
部
分
以
外
の
道
路
又
は
そ
の
部
分
に
設
け
る
こ
と
。

イ

道
路
交
通
法
第
四
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分

ロ
～
ヘ

（
略
）

二
～
五

（
略
）

２

前
項
第
一
号
の
規
定
は
、
自
動
車
の
出
口
又
は
入
口
を
次
に
掲
げ
る
道
路
又
は
そ
の
部
分
（
当
該
道
路
又
は
そ
の
部
分
以
外
の
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で

に
掲
げ
る
道
路
又
は
そ
の
部
分
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
設
け
る
路
外
駐
車
場
で
あ
つ
て
、
必
要
な
変
速
車
線
を
設
け
る
こ
と
、
必
要
な
交
通

整
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
出
口
又
は
入
口
を
設
け
る
道
路
の
円
滑
か
つ
安
全
な
交
通
の
確
保
に
支
障
が
な
い
と
認
め

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

道
路
交
通
法
第
四
十
四
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分
（
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
道
路
の
部
分
に
あ
つ
て
は

、
交
差
点
の
側
端
及
び
ト
ン
ネ
ル
に
限
る
。
）

二
・
三

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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○

自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
（
抄
）

（
自
動
車
の
出
口
及
び
入
口
）

第
四
条

自
動
車
の
出
口
及
び
入
口
は
、
そ
の
設
置
の
際
に
道
路
交
通
法
第
四
十
四
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
所
、
橋
、
幅
員
が
六
・
五
メ
ー

ト
ル
未
満
で
あ
る
道
路
又
は
縦
断
勾
配
が
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
道
路
の
路
面
に
接
し
て
設
け
て
は
な
ら
な
い
。

こ
う

２
・
３

（
略
）

４

自
動
車
の
出
口
又
は
入
口
に
お
い
て
、
自
動
車
の
回
転
を
容
易
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
す
み
切
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）


